
※ 特定診療費の改定については別紙4を参照  

（6）サービス提供体制強化加算   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都  

道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、  

利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、  

当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位  
数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して  

いる場合においては、珊定しない。  

（－）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  12単位  

（コ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  6単位  

（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  6単位  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  

① 当該指定介護予防短期入所療養介護を行う老人性認知症疾患  
療養病棟の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が1  
00分の50以上であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）   

① 当該指定介護予防短期入所療養介護を行う老人性認知症疾患  

療養病棟の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割  
合が100分の75以上であること。   

② 別の告示で定める利用定員■人員基準に適合していること   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）   

① 当該指定介護予防短期入所療養介護を行う老人性認知症疾患  
療養病棟の指定介護予防短期入所療養介護を利用者に直接提供  
する職員の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が1  
00分の30以上であること。   

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること  
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ト）働 12単位  

コ凝 10単位  注1㈱合している  
ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療  

養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。   
イ働＼ること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護  

予防短期入所療養介護事業所であるこL  2脚合している  
ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療  
養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。  
ただし、この場合において、管理栄養士配置加算を算定して  

いる場合は、算定しない。  
イ㈲宣していること。  

ロ 別lこ厚生労働大臣が定める基準lこ適・合している指定介護  

予防短期入所療養介護事業所であるこL  
㈱働 23単位 23単位   

注瀬合しているものとして都道府  

県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予  

防短期入所療養介護事業所が、別Iこ厚生労働大臣が定める療養  
食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士lこよって管理されてい  
るこL  

ロ 利用者の年齢、心身の状況lこよって適切な栄養量及び内容  
の食事の提供が行われているこL   

ハ働＝こ厚生労働大臣が定める基準lこ適合して  
いる指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われて  
いること。  

10 介護予防特定施設入居者生活介護責   

イ 介護予防特定施設入居者生活介護責（1日につき）   

し1L 

（2）要支援2  

10 介護予防特定施設入居者生活介護責   

イ 介護予防特定施設入居者生活介護貴（1日につき）   

（1）要支援1   

（2）要支援2  

203単位  

469単位  

214単位  

494単位  

口 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費（1月に   

つき）  

注1 指定介護予防特定施設（指定介護予防サービス基準第230条第1  

口 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護責（1月に   
つき）  

注1 指定介護予防特定施設（指定介護予防サービス基準第230条第1  
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項に規定する指定介護予防特定施設をいう。以下同じ。）におい  
て、イについては、指定介護予防特定施設入居者生活介護（同項  
において規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。  
以下同じ。）を行った場合に、指定介護予防特定施設入居者生活  

介護の提供を受ける入居者（以下「利用者」という。）の要支援  
状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定するものとし、ロ  

については、指定介護予防特定施設において、外部サービス利用  

型指定介護予防特定施設入居者生活介護（指定介護予防サービス  
基準第253条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設  
入居者生活介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、別に厚生  
労働大臣が定めるサービスの種類及び当該サービスの単位数を基  

に得た当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活  
介護に係る総単位数について、利用者の要支援状態区分ごとに別  

に厚生労働大臣が定める単位数を限度として算定する。ただし、  

看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に  
該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定す  
る。  

項に規定する指定介護予防特定施設をいう。以下同じ。）におい  
て、イについては、指定介護予防特定施設入居者生活介護（同項  
において規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。  
以下同じ。）を行った場合に、指定介護予防特定施設入居者生活  

介護の提供を受ける入居者（以下「利用者」という。）の要支援  
状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定するものとし、ロ  

については、指定介護予防特定施設において、外部サービス利用  

型指定介護予防特定施設入居者生活介護（指定介護予防サービス  
基準第253条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設  
入居者生活介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、別に厚生  
労働大臣が定めるサービスの種類及び当該サービスの単位数を基  

に得た当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活  
介護に係る総単位数について、利用者の要支援状態区分ごとに別  

に厚生労働大臣が定める単位数を限度として算定する。ただし、  

看護職貞又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に  

該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定す  
る。  

※ 厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介   
護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護責に   
係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数  

別表第2  

1 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護基本サ「  

60単位  ビス責（1日につき）  

注1 手り用者に対して、外部サービス利用型指定介護予防特定施  
設入居者生活介護事業者（指定介護予防サービス等の事業の  
人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介  

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年  
厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス基準」と  
いう。）第254条第2項に規定する外部サービス利用型指定介  

護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。）が、基本サ  
ービス（指定介護予防サービス基準第253条に規定する基本サ  

ービスをいう。以下同じ。）を行った場合に算定する。  

2 養護老人ホーム（老人福祉法第20条の4に規定する養護老  
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人ホームをいう。）である指定介護予防特定施設において、  

別に厚生労働大臣が定める者に対して基本サービスを行った  
場合に、障害者等支援加算として、1日につき20単位を所定  
単位数に加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める者の内容は以下のとおり。  

知的障害、精神障害その他の精神上の障害その他これに類す   
る入所者の状況により、指定介護予防サービス基準第253条に規   

定する基本サービスの提供に当たり、特に支援を必要とする者  

2～5 （略）  

6 指定介護予防適所介護（1月につき）   

イ 運動器機能向上加算  203単位  

注 介護予防通所介護真のハの運動器機能向上サービスを行っ  

た場合に、1月につき所定単位数を加算する。  

ロ 栄養改善加算  135単位   

1  

注 介護予防通所介護真のこの栄養改善サービスを行った場合  

に、1月につき所定単位数を算定する。  

ハ ロ腔機能向上加算  135単位  

注 介護予防通所介護費のホの口腔機能向上サービスを行った  
場合に、1月につき所定単位数を加算する。  

7 指定介護予防通所リハビリテーション（1月につき）   
イ 運動器機能向上加算  203単位   

注 介護予防適所リハビリテーション真のロの運動器機能向上  
サービスを行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。   

ロ 栄養改善加算  135単位   

注 介護予防適所リハビリテーション責のハの栄養改善サービ  

スを行った場合に1月につき所定単位数を算定する。  
ハ ロ腔機能向上加算  135単位   

注 介護予防通所リハビリテーション費のこの口腔機能向上サ  
ービスを行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。  

8 （略）  

9 指定介護予防認知症対応型適所介護   

イ 個別機能訓練加算  24単位  

注 介護予防認知症対応型適所介護責の注5の個別機能訓練を   
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行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。  

ロ 栄養改善加算  135単位   

注 介護予防認知症対応型通所介護真の蓮ユの栄養改善サービ  
スを行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。  

ハ ロ腔機能向上加算  135単位  

注 介護予防認知症対応型適所介護真の塁旦の口腔機能向上サ   

ービスを行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。  

2 イについては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理   
学療法士等を1名以上配置しているもの（利用者の数が100を超え   

る指定介護予防特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務   
に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療   
法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用   
者の数を100で除した数以上配置しているもの）として、都道府県   

知事に届け出た指定介護予防特定施設において、利用者に対して、   
機能訓練指導員、看護職員、介護職員等が共同して、利用者ごと   
に個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能   

訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として、1日につ   
き12単位を加算する。  

2 イについては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理   
学療法士等を1名以上配置しているもの（利用者の数が100を超え   

る指定介護予防特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務   
に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療   

法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用   
者の数を100で除した数以上配置しているもの）として、都道府県   

知事に届け出た指定介護予防特定施設において、利用者に対して、   
機能訓練指導員、看護職員、介護職員等が共同して、利用者ごと   

に個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能   

訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として、1日につ   
き12単位を所定単位数lキ加算する。  

3 イについては、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的  

に記録している場合において、当該利用者の同意を得て、協力医  

療機関（指定介護予防サービス基準第242条第1項に規定する協力  
医療機関をいう。）又は当該利用者の主治医に対して、当該利用  
者の健康の状況について月に1回以上情報を提供した場合には、  

医療機関連携加算として、1月につき80単位を所定単位数に加算  
する。  

11介護予防福祉用具貸与責（1月につき）  

指定介護予防福祉用具貸与事業所（指定介護予防サービス基準第266   

条第1項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業所をいう。以下同   
じ。）において、指定介護予防福祉用具貸与（指定介護予防サービス   

基準第265条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。）   

を行った場合に、現に指定介護予防福祉用具貸与に要した責用の額を   
当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の   
単価で除して得た単位数（1単位未満の端数があるときは、これを四  

11介護予防福祉用具貸与責（1月につき）  

指定介護予防福祉用具貸与事業所（指定介護予防サービス基準第266   

条第1項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業所をいう。以下同   
じ。）において、指定介護予防福祉用具貸与（指定介護予防サービス   

基準第265条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。）   

を行った場合に、現に指定介護予防福祉用具貸与に要した責用の額を   
当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の   
単価で除して得た単位数（1単位未満の端数があるときは、これを四  
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捨五入して得た単位数）とする。   

注1 搬出入に要する費用は、現に指定介護予防福祉用具貸与に要  
した責用に含まれるものとし、個別には評価しない。ただし、  

指定介護予防福祉用具貸与事業所が別に厚生労働大臣が定める  
地域に所在する場合にあっては、当該指定介護予防福祉用具貸  
与の開始日の属する月に、指定介護予防福祉用具貸与事業者（指  
定介護予防サービス基準第266条第1項に規定する指定介護予防  

福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。）の通常の重量の実施  
地域（指定介護予防サービス基準第270条第5号に規定する通常  

の事業の実施地域をいう。以下同じ。）において指定介護予防  
福祉用具貸与を行う場合に要する交通費（当該指定介護予防福  
祉用具貸与に係る福祉用具の往復の運搬に要する経費及び当該  

福祉用具の調整等を行う当該指定介護予防福祉用具貸与事業者  
の専門相談員1名の往復の交通費を合算したものをいう。以下  

旦£。）に相当する額を当該指定介護予防福祉用具貸与事業所  
の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を、個  
々の福祉用具ごとに当該指定介護予防福祉用具貸与に係る介護  

予防福祉用具貸与真の100分の100に相当する稜を限度として所  

定単位数に加算する。  

2 別lこ厚生労働大臣が定める地域lこ掛在し、力、つ、矧‖こ厚生労  

働大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防福祉用具貸与  

事業所の場合にあっては、当該指定介護予防福祉用具貸与の開  
始日の属する月に、当該指定介護予防福祉用具貸与事業者の通  

常の事業の実施地域において指定介護予防福祉用具貸与を行う  
場合に要する交通費に相当する額の3分の2に相当する額を当  

該指定介護予防福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単  
位の単価で除して得た単位数を、岬旨  

定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防福祉用具貸与費の3分  
の2に相当する額を限度として所定単位数に加算する。  

捨五入して得た単位数）とする。   

注1 搬出入に要する車用は、現に指定介護予防福祉用具貸与に要  
した費用に含まれるものとし、個別には評価しない。ただし、  

指定介護予防福祉用具貸与事業所が別に厚生労働大臣が定める  
地域に所在する場合にあっては、当該指定介護予防福祉用具貸  
与の開始日の属する月に、指定介護予防福祉用具貸与事業者（指  

定介護予防サービス基準第266条第1項に規定する指定介護予防  

福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。）の通常の業務の実施  
地域において指定介護予防福祉用具貸与を行う場合に要する交  

通費（当該指定介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の往復の  
運搬に要する経費及び当該福祉用具の調整等を行う当該指定介  

護予防福祉用具貸与事業者の専門相談員1名の往復の交通費を  
合算したものをいう。）に相当する額を当該指定介護予防福祉  

用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得  
た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定介護予防福祉用具  
貸与に係る介護予防福祉用具貸与真の100分の100に相当する額  
を限度として所定単位数に加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める地域の内容は以下のとおり。   

○ 厚生労働大臣が定める一単位の単価（平成12年厚生省告示第22  
号）第2号のその他の地域であって、次のいずれかに該当する地  
域のうち厚生労働大臣が定める地域（平成12年厚生省告示第24号）  
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に規定する地域を除いた地域  

① 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第1項   
に規定する豪雪地帯  

② 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等   
に関する法律（昭和37年法律第88号）第2条第1項に規定する辺   
地  

③ 半島振興法（昭和60年法律第63号）第1条に規定する半島地域  

④ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の   
促進に関する法律（平成5年法律第72号）第2条第1項に規定す   

る特定農山村地域  

⑤ 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第2条第  

1項に規定する過疎地域  

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は以下のとおり。   

○ 注2の厚生労働大臣が定める施設基準  

事業所であること  

1月当たり実利用者数が5人以下の指定介護予防福祉用具貸与  

3 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対し  

て、通常の事業の実施地域を越えて指定介護予防福祉用具貸与  
を行った場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与の開始日の属  

する月に、当該指定介護予防福祉用具貸与事業者の通常の事業  

う場合に要  の実施地域において指定介護予防福祉用具貸与を   

する交通真に相当する額の3分の1に欄当する額を当該指定介  

護予防福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価  
で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとlこ当該指定介護予  

防福祉用具貸与に係る介護予防福祉用具貸与責の3分の1に相  
当する額を限度として所定単位数に加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める地域の内容は以下のとおり。   

○ 次のいずれかに該当する地域   

① 離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定により  
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指定された離島振興対策実施地域  

② 奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に   
規定する奄美群島  

③ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第1項   
に規定する豪雪地帯  

④ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等   

に関する法律（昭和3了年法律第88号）第2条第1項に規定する辺   
地  

⑤ 山村振興法（昭和40年法律第64号）第7条第1項の規定により   
指定された振興山村  

⑥ 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第2条   
第1項に規定する小笠原諸島  

⑦ 半島振興法（昭和60年法律第63号）第1条に規定する半島地域  
⑧ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の   

促進に関する法律（平成5年法律第72号）第2条第1項に規定す   
る特定農山村地域  

⑨ 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第2条第  
1項に規定する過疎地域  

⑩ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第3号に規   
定する離島  

生 要支援者に対して、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び   
介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目（平成11年厚生省   

告示第93号）第1項に規定する幸いすこ 同告示第2項に規定す   
る幸いす付属品、同告示第3項に規定する特殊寝台、同告示第   

4項に規定する特殊寝台付属品、同告示第5項に規定する床ず   
れ防止用具、同告示第6項に規定する体位変換器、同告示第11   

項に規定する認知症老人排掴感知機器及び同告示第12項に規定   

する移動用リフトに係る指定介護予防福祉用具貸与を行った場   
合は、指定介護予防福祉用具貸与責は算定しない。ただし、別   
に厚生労働大臣が定める者に対する場合については、この限り   
でない。  

巨 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知   
症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防福祉用具貸  

乙 要支援者に対して、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び   
介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目（平成11年厚生省   
告示第93号）第1項に規定する幸いす、同告示第2項に規定す   

る幸いす付属品、同告示第3項に規定する特殊寝台、同告示第   

4項に規定する特殊寝台付属品、同告示第5項に規定する床ず   
れ防止用具、同告示第6項に規定する体位変換器、同告示第11   

項に規定する認知症老人排掴感知機器及び同告示第12項に規定   

する移動用リフトに係る指定介護予防福祉用具貸与を行った場   
合は、指定介護予防福祉用具貸与責は算定しない。ただし、別   
に厚生労働大臣が定める者に対する場合については、この限り   
でない。  

旦 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知   
症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防福祉用具貸  
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与責は、算定しない。  与費は、算定しない。   
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別紙2－2  

介護報酬単位の見直し案  
（変更点は下線部）  

改 正 案  現  行  

○指定介護予防支援に要する責用の額の算定に関する基準（平成十八年   
厚生労働省告示第百二十九号）  

○指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成十八年   
厚生労働省告示第百二十九号）  

l豊根台無恥甚凧璧り騨卜岬咄旺e既望′ 売場豊根台無恥追回聖女醜  
悪王榔Ⅶゼ指摘紅り㌫再酎甘卜昭ヰe刃車ペ0  

l空地台推軒畠囲埜り騨卜岬舶旺Q尊堂′ 藁嘱望出女惟軒追回聖女経  
堂モ咄卦せ轟腑りペコ林地卜昭ヰe刃小崎0  

血簑恨＄岬  ll控出座撒酎日野囲埜吏凋細い利畔旺e層化′ 京口吐朝駅畢《  ll控根毛惟隈蛙凧鯉口蝋ト㊥咄旺Q尊堂′ 宗り世制水畢ぺ皿簑他＄昭  
宗礪り根＄昭彊史蚕漣朕」レ軸他す昭ヰe刃ト㊥0  l卦せQ週卜皐リ  宗堀口囲蔓時針吏裔漣條り｝軸掴ト㊥ヰe刃ト㊥○  l劃せQ射撃リ   

※ 別に厚生労働大臣が定める一単位の単価の内容は以下のとおり。  
別紙5参照  

川 堤Il軒馴削射いに僧服台矧両副椚軋川砂牒舶町引酎掴拍」吏   
野郎にパ是ニト′ 中合理リl巴米韓e∃賢慮簑嶋崎刃勅世′ 中e∃賢慮朝雄   

望罫コ坐トレ長軸ト㊥中台刃小崎○   

別表  

指定介護予防支援介護給付責単位数表  

介護予防支援責  

イ脚 412単位  412単位  

注1 介護予防支援責は、利用者に対して指定介護予防支援（介護  
保険法（平成9年法律第123号。以下「法」という。）第58条第  

1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。）を行い、  

かつ、月の末日において指定介護予防支援等の事業の人員及び  
運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的  
な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第37号。以  
下「基準」という。）第13条第1項の規定に基づき、同項に規  

定する文書を提出している指定介護予防支援事業者（法第58条  

川 堤l仰唱繋他廿里月帥拍溜仲基仰臥封机“細腰竃援勅酎針山   

轡側にパ蔦ニト′ 中Q茸リl巴状梶e∃誓姦策嶋㊥刃仙埜′ 中e諾意側辞   

世昏つ悪トレ烏朝≠ペ局唱八座叫0   

別表  

指定介護予防支援介護給付費単位数表  

介護予防支援責  

イ牒 400単位  400単位   

注1介護予防支援責は、利用者に対して指定介護予防支援（介護  
保険法（平成9年法律第123号。以下「法」という。）第58条第  

1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。）を行い、  
かつ、月の末日において指定介護予防支援等の事業の人員及び  
運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的  
な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第37号。以  
下「基準」という。）第13条第1項の規定に基づき、同項に規  

定する文書を提出している指定介護予防支援事業者（法第58条  
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第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。）について、  

所定単位数を算定する。   

旦 利用者が月を通じて介護予防特定施設入居者生活介護又は介  
護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型  
共同生活介護（介護予防短期利用共同生活介護費を算定する場  
合を除く。）を受けている場合は、当該月については、介護予  

防支援章は、算定しない。  
ロ ■初回加算  250単位  

第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。）について、  

所定単位数を算定する。   

旦 利用者が月を通じて介護予防特定施設入居者生活介護又は介  
護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型  

共同生活介護（介護予防短期利用共同生活介護責を算定する場  
合を除く。）を受けている場合は、当該月については、介護予  

防支援責は、算定しない。  
ロ 初回加算  300単位   

注 指定介護予防支援事業所（基準第2条に規定する指定介護予防   
支援事業所をいう。）において、新規に介護予防サービス計画（法   

第8条の2第18項に規定する介護予防サービス計画をいう。）を   

作成する利用者に対し指定介護予防支援を行った場合については、   

初回加算として、1回につき所定単位数を加算する。  

注 指定介護予防支援事業所（基準第2条に規定する指定介護予防  
支援事業所をいう。）において、新規に介護予防サービス計画（法   

第8条の．2第18項に規定する介護予防サービス計画をいう。）を  

作成する利用者に対し指定介護予防支援を行った場合については、   

初回加算として、1旦につき所定単位数を加算する。  

ハ 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算  300単位  注瑚（指定地域密着   
型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域   
密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の  

方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地  
域密着型介護予防サービス基準」という。）第43条に規定する指  

定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。）の利用  
を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定介護予  

防小規模多機能型居宅介護を提供する指定介護予防小規模多機能  
型居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サービス基準第44条  

第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を  
いう。以下同じ。）に提供し、当該指定介護予防小規模多機能型  

居宅介護事業所における指定介護予防サtビス等の利用に係る計  
画（指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第7項に規定す  
る指定介護予防サービス等の利用に係る計画をいう。以下同じ。）  

の作成等に協力した場合に、所定単位数を加算する。ただし、こ  

の場合において、利用開始日前6月以内において、当該利用者に  
よる当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の利用につ  
いて本加算を算定している場合は、算定しない。  
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画面うーイ1  

介護報酬単位の見直し案  
（変更点は下線部）  

改 正 案   現  行  

○指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成   
十八年厚生労働省告示第百二十六号）   

○指定地域密着型サービスに要する責用の額の算定に関する基準（平成   
十八年厚生労働省告示第百二十六号）   

女難埜盤班（陣世玉せ班社主昧伍Il＋川叶）圭昧已十Il頗etl圭昧Il惇Q璽  

他出蛸‘∩仙′  空地君軍閥椒副手一山ペリ粧す昭琳旺合理e琳地口匪ト㊥  

蛸鮒1初鴬eペ小り根£′ 跡磋＋く相月川〔一 皿毛・中興旺憎、㊥0  

1 空地要撃観椒副手一山ペリ柚小崎榔旺合せ埜′ 藁雁皇巴他者軍髄瀬副   

中一山ぺ台憎悪王朝射せ惑腑りペコ林地卜岬ヰe刃ト㊥0  

台冊堕盤瑠（陣増玉せ班社主昧伍Il十日町）圭昧已十Il亜Qll妹Il惇G璽  

地口蛸‘∩仙′ 要地要哲郎堰副手一山ベリ騨卜昭咄旺eぜ令姉他日誕小崎  

蛸轢卜勅鴬eぺ小口他£′ 排撃＋く掛監町l正長′手製旺憎、㊥0  

1 空地卓替撤収副中一山ベリ蝋小崎舶旺Q歴世′ 藁膳控恨岩野舶椒副   

中一山ぺ女難史宣舶掛せ嶽腑リペ⊃抽他小崎ヰQ刃小崎  

ll空地卓軍舶椒副手一山ベリ騨卜昭榔旺合理±′ 宗り吐朝駅垂《皿簑  ll空地君哲郎腑副中一山ぺL用附い馴附琵eぜ虻′ 京口吐朝駅垂ぺ血簑  

出忘昭l掛せe射撃り苗場吏偶鳩牒嘲ゼ憾練欄にけ佃抽拍叫拍巧いル  

ト¢○  

根鼠昭日計卦針裾引里副酎引離か銅択鍼糾用紅外相拍拍叫持場上座  

ト¢0  

※ 別に厚生労働大臣が定める一単位の単価の内容は以下のとおり  

別紙5参照  

川 堤Il叶e栗掴リベコ控出卓球舶腫副手一山ベリ憫仲川銅附茫eぜ東亜   
他」吏曹司巳り龍ニ｝′ 中e謀吏l正常帳合∃賢慮簑嶋崎刃勅±′ 中e∃質   

点側辞世撃つ悪トレ克触小崎ヰe刃卜噂0  

冨 樫臣在世副蕎臣台推再3与繋埜喩挙濯副匹仰台推り堕時空他者軍髄   
腑副中一山ペリ凋頼伸銅酢茫合理虻′ 荘川押合璽他出量量ぷ′耳卜陪臣定   

雌（正宗凶e凶雌漣4氾毒0 さト匝」○）e甘惟り蛸ウ∩仙′ 吐制覇垂ぺ   

也簑留忘吏野く巳り袈コ′ 藁口軽朝統率ぺ血毛根＄昭刃IJ小口十にり味根   

本昭l」－U簑P仙昭ヰe刃小崎0   

別表  

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表  

1 夜間対応型訪問介護責   

イ 夜間対応型訪問介護責（Ⅰ）   別に厚生労働大臣が定める単位数  

川 堤Il叶e要地り邦コ空地君聾鮎椒副手一山け＝」紳す㊥咄匿e建勅林   
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別表  

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表  

1 夜間対応型訪問介護責   

イ 夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）   別に厚生労働大臣が定める単位数  
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口 夜間対応型訪問介護責（Ⅱ）  1月につき2，760単位  

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして市町  

村長に届け出た指定夜間対応型訪問介護事業所（指定地域密着型   
サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚  

生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）  

第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。  
以下同じ。）の夜間対応型訪問介護従業者（同項に規定する夜間  
対応型訪問介護従業者をいう。）が、指定夜間対応型訪問介護（指  

定地域密着型サービス基準第4条に規定する指定夜間対応型訪問  
介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、当該施設基準に掲げ  

る区分に従い、それぞれ所定単位数を算定する。  

ロ 夜間対応型訪問介護責（Ⅱ）  1月につき乙760単位  

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして市町  

村長に届け出た指定夜間対応型訪問介護事業所（指定地域密着型   
サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚  

生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）   

第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。  
以下同じ。）の夜間対応型訪問介護従業者（同項に規定する夜間  

対応型訪問介護従業者をいう。）が、指定夜間対応型訪問介護（指   

定地域密着型サービス基準第4条に規定する指定夜間対応型訪問  
介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、当該施設基準に掲げ  

る区分に従い、それぞれ所定単位数を算定する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める単位数の内容は以下のとおり。  
1 基本夜間対応型訪問介護費（1月につき）  
2 定期巡回サービス責（1回につき）  

3 随時訪問サービス責（Ⅰ）（1回につき）  
4 随時訪問サービス責（Ⅱ）（1回につき）  

1，000単位   

381単位  

580単位  

780単位  

2 別に厚生労働大臣が定める者が定期巡回サービス（指定地域密   
着型サービス基準第5条第1項に規定する定期巡回サービスをい   

う。）又は随時訪問サービス（同項に規定する随時訪問サービス   

をいう。）を行う場合は、平成21年3月31日までの間、所定単位  

2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長   
に届け出た指定夜間対応型訪問介護事業所において、別に厚生労   
働大臣が定める者が定期巡回サービス（指定地域密着型サービス   

基準第5条第1項に規定する定期巡回サービスをいう。）又は随   
時訪問サービス（同項に規定する随時訪問サービスをいう。）を   

行う場合は、平成22年3月31日までの間、所定単位数の100分の70  

数の100分の70に相当する単位数を算定する。  

に相当する単位数を算定する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

○ 平成21年3月31日時点で、介護保険法施行令（平成10年政令第4   
12号）第3条第1項各号に掲げる研修の課程のうち3級課程を修  
了した者（同令附則第4条の規定により同令第3条第1項第2号  

に規定する介護員養成研修の課程（3級課程に限る。）を修了し  
た者とみなされたものを含む。）であって、それぞれ当該各号に  

定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けたもの   

（以下「3級課程修了者」という。）を訪問介護員として雇用し  
ており、かつ、平成21年4月1日以降も引き続き当該3級課程修  
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了者を訪問介護員として雇用する指定夜間対応型訪問介護事業所  
であって、当該3級課程修了者に対し、平成22年3月31日までに  

介護福祉士の資格を取得し、又は同令第3条第1項各号に掲げる  
研修の課程のうち介護職員基礎研修課程、1級課程若しくは2級  
課程を受講するよう通知していること  

※ 別に厚生労働大臣が定める者の内容は以下のとおり。   
○ 介護保険法施行令（平成10年政令第412号）第3条第1項各号に   

掲げる研修の課程のうち3級課程を修了した者（同令附則第4条   
の規定により同令第3条第1項第2号に規定する介護員養成研修  

の課程（3級課程に限る。）を修了した者とみなされたものを含  
む。）であって、それぞれ当該各号に定める者から当該研修を修  

もののうち、平成21年3月31日  了した旨の証明書の交付を受けた   

時点において、指定夜間対応型訪問介護事業所に訪問介護員とし  
て雇用されており、かつ、平成21年4月1日以降も引き続き当該  
事業所に訪問介護員として雇用されている者  

3 れこついて、別lこ厚生労働大臣が定める基準lこ適合しているも  

のとして市町村長に届け出た指定夜間対応型訪問介護事業所が日  
中においてオペレーションセンターサービス（指定地域密着型サ   
ービス基準第5条第1項1こ規定するオペレーションセンターサー   

ビスをいう」を行う場合は、24時間通報対応加算として、1   
月につき610単位を所定単位数に加算する。 

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

イ 日中においてオペレーションセンターサービスを行うために必  

要な人員を確保していること。   

ロ 利用者からの通報を受け、緊急の対応が必要と認められる場合  

に連携する指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等の事業の人  
員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号。以  
下「指定居宅サービス基準」という。）第5条第1項に規定する指  

定訪問介護事業所をいう。）に速やかに連絡する体制を確保し、必  
要に応じて指定訪問介護（指定居宅サービス基準第4条に規定す  

る指定訪問介護をいう。）が実施されること。  
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ハ 利用者の日中における居宅サービスの利用状況等を把握してい   

ること。  

二 利用者からの通報について、通報日時、通報内容、具体的対応   

の内容について記録を行っていること。  

旦 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しく．は特定施   

設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共   

同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密   
着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、夜間対   
応型訪問介護費は、算定しない。   

旦 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施  

設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共  

同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密  
着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、夜間対  
応型訪問介護責は、算定しない。  

ハ サービス提供体制強化加算   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町  

村長に届け出た指定夜間対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、  
指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分  

に従い、（1）については1回につき、（2）については1月につき、次  

に掲げる所定単位数を加算する。  

（1）サービス提供体制強化加算（Ⅰ） （1）明 12単位  

（2）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  84単位  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。  

1 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  

① 夜間対応型訪問介護責（Ⅰ）を算定していること。   

② 当該指定夜間対応型訪問介護事業所のすべての訪問介護員等  
に対し、訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従  

い、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実施を予定し  

ていること。   

③ 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意  
事項の伝達又は当該指定夜間対応型訪問介護事業所における訪  

問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催するこ  
と。   

④ 当該指定夜間対応型訪問介護事業所のすべての訪問介護員等  
に対し、健康診断等を定期的に実施すること。   

⑤ 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総数の  
うち、介護福祉士の占める割合が100分の30以上又は介護福祉士  

及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が100分の50以上  
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